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１．計画策定の経緯 

日付 経緯 内容 

平成 17 年 12 月 17 日 自然環境調査研究会 第１回会議 調査方法等 

平成 18 年 1 月 28 日 自然環境調査研究会 第２回会議 実施計画等 

平成 18 年 4 月 29 日 自然環境調査研究会 
沖ノ島春季合同調査 調査実施 

平成 18 年 6 月 12 日 
～7 月 5 日 自然環境調査～動物分布調査 猟友会メンバーへの依頼・説明等 

平成 18 年 7 月 29 日 
～30 日 

自然環境調査研究会 
沖ノ島夏季合同調査 1 泊 2 日で調査実施 

平成 18 年 8 月 19 日 自然環境調査研究会 第３回会議 動物分布調査結果、調査の進捗状況等 

平成 18 年 12 月 16 日 自然環境調査研究会 第４回会議 調査結果報告、総合評価等 

平成 18 年 12 月 18 日 策定委員会 第 1 回幹事会・WG 
合同会議 実施計画等 

平成 18 年 12 月 27 日 環境保全審議会 第 1 回会議 委嘱状の交付、会長・副会長選出、 
策定の視点 

平成 19 年 2 月 17 日 自然環境調査研究会 第 5 回会議 総合評価、ゾーニング等 

平成 19 年 2 月～3 月 市民・事業者アンケート調査の実施 市民 2,000 人(回収率 52.5%) 
事業所 100 社(回収率 46.0%) 

平成 19 年 4 月 14 日 自然環境調査研究会 発表会 福岡教育大学にて 

平成 19 年 5 月 29 日 策定委員会 第 2 回 WG 会議 計画骨子案 

平成 19 年 6 月 15 日 市民ワークショップ 第 1 回 趣旨説明、自己紹介、自由意見交換 

平成 19 年 6 月 25 日 環境保全審議会 第 2 回会議 計画骨子案 

平成 19 年 6 月 29 日 市民ワークショップ 第 2 回 将来像、課題と解決方法についての検討 

平成 19 年 7 月 12 日 市民ワークショップ 第 3 回 提言書の検討、提出 

平成 19 年 8 月 2 日 策定委員会 第 3 回幹事会・WG 
合同会議 素案(一部)について 

平成 19 年 8 月 9 日 環境保全審議会 第 3 回会議 素案(一部)について 

平成 19 年 9 月 20 日 策定委員会 第 4 回 WG 会議 素案について 

平成 19 年 10 月 2 日 環境保全審議会 第 4 回会議 素案について 

平成 19 年 10 月 29 日 策定委員会 第 5 回幹事会・WG 
合同会議 計画案について 

平成 19 年 10 月 31 日 環境保全審議会 第 5 回会議 計画案について 

平成 19 年 11 月 19 日 パブリック・コメント手続き開始 計画案の公表・意見募集 

平成 19 年 12 月 18 日 パブリック・コメント手続き終了 意見の締切 

平成 20 年 1 月 31 日 策定委員会 第 6 回幹事会・WG 
合同会議 パブコメ対応と計画最終案について 

平成 20 年 2 月 4 日 環境保全審議会 第 6 回会議 パブコメ対応と計画最終案、答申書案につい
て 

平成 20 年 2 月 12 日 環境保全審議会 第 7 回会議 答申について 
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［平成 24 年度見直し業務の経緯］ 

日付 経緯 内容 

平成 24 年 7 月～8 月 市民アンケート調査の実施 市民 2,000 人(回収率 34.2%) 

平成 24 年 9 月 26 日 環境保全審議会 第 1 回会議 委嘱状の交付、会長・副会長選出、 
見直しの視点 

平成 24 年 12 月 18 日 環境保全審議会 第 2 回会議 見直し案について 

平成 25 年 1 月 15 日 環境保全審議会 第 3 回会議 見直し案について 

平成 25 年 2 月 5 日 環境保全審議会 第 4 回会議 見直し案、答申について 
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２．宗像市環境基本条例 

平成 15 年 4 月 1 日  

条例第 100 号  

(目的) 

第 1 条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業

者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康

で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

 

(基本理念) 

第 2 条 環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが市民の健康

で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、これを将来にわたっ

て維持されるように適切に行われなければならない。 

 

2 環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減す

ることその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的

かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、

環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる

社会が構築されることを旨として、行われなければならない。 

 

3 地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来に

わたって確保する上での課題であることにかんがみ、地球環境保全は、市民及び事業者

が日常生活及び事業活動において配慮することにより推進されなければならない。 

 

(市の責務) 

第 3 条 市は、前条に規定する理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保

全に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、当該施策の実施に当たっては、環境への

影響を配慮し、環境の保全に努めなければならない。 

 

(市民の責務) 

第 4 条 市民は、基本理念にのっとり、環境が適正に保全されるよう自ら努めるととも

に、市が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。 

 

(事業者の責務) 

第 5 条 事業者は、基本理念にのっとり、自らの活動が環境に与える影響を認識し、環

境汚染の防止及び環境が適正に保全されるよう必要な措置を講ずるとともに、市が実施

する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。 
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(市の施策) 

第 6 条 市は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる事項を基本的な方針として環境

の保全に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、環境への影響を配慮し、当該施策を

実施しなければならない。 

(1) 循環を基調とする社会経済システムの実現 

(2) 自然と人間との共生の確保 

(3) うるおいとゆとりのある地域社会の創造と継承 

(4) 市民参加の方策 

 

(環境基本計画) 

第 7 条 市長は、環境基本法(平成 5 年法律第 91 号 )第 7 条の規定により、環境の保全

に関し、国の施策に準じた施策及びその他の市の区域の自然的社会的条件に応じた施策

を行うため、宗像市環境基本計画(以下次条において「基本計画」という。)を策定する

ものとする。 

 

(基本計画の策定等) 

第 8 条 市長は、基本計画を策定する場合においては、あらかじめ、宗像市附属機関設

置条例(平成 15 年宗像市条例第 21 号 )に規定する宗像市環境保全審議会の意見を聴かな

ければならない。 

 

(委任) 

第 9 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附  則  

この条例は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 
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３．宗像市環境保全審議会規則 

平成 15 年 4 月 1 日  

規則第 81 号  

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、宗像市附属機関設置条例(平成 15 年宗像市条例第 21 号)により設置され

た宗像市環境保全審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を定めるもの

とする。 

(組織) 

第 2 条 審議会は、15 人以内の委員をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 知識経験を有する者 

(2) 市民代表 

(平 18 規則 36・一部改正) 

(任期) 

第 3 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

2 前項の委員は、再任されることができる。 

(平 18 規則 36・旧第 4 条繰上) 

(会長及び副会長) 

第 4 条 審議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

(平 18 規則 36・旧第 5 条繰上・一部改正) 

(会議) 

第 5 条 審議会の会議は、会長が招集する。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決

するところによる。 

(平 18 規則 36・旧第 6 条繰上・一部改正) 

(出席の要求) 

第 6 条 審議会は、必要があると認めるときは、市の職員その他必要と認める者に対し、

審議会の会議への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。 

(平 18 規則 36・追加) 

(庶務) 

第 7 条 審議会の庶務は、市民協働・環境部自然環境課において処理する。 

(平 16 規則 37・平 18 規則 36・平 23 規則 2・一部改正) 



資-7 7

(雑則) 

第 8 条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事

項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則  

この規則は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 (平成 16 年 12 月 28 日規則第 37 号 ) 

この規則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 (平成 18 年 6 月 30 日規則第 36 号 ) 

この規則は、平成 18 年 6 月 30 日から施行する。 

附 則 (平成 23 年 1 月 21 日規則第 2 号) 

この規則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

 

４．宗像市環境保全審議会委員名簿 

氏 名 所属・役職等 備 考 

二
ふた

渡
わたり

 了
とおる

 北九州市立大学 教授 会長 

岡本
おかもと

 久人
ひ さ と

 九州国際大学 客員教授 副会長 

長山
ながやま

 芳子
よ し こ

 福岡教育大学 教授  

中村
なかむら

 孝雄
た か お

 公募市民  

吉田
よ し だ

 晴希
は る き

 公募市民  

西ノ原
にしのはら

 カナ江
か な え

 宗像市商工会 女性部長  

福島
ふくしま

 敏
とし

満
みつ

 むなかた「水と緑の会」会長  

前田
ま え だ

 秀
ひで

敏
とし

 環境地域づくり研究所 専務理事  

森
もり

  早苗
さ な え

 むなかた男女共同参画協議会 会長  

吉武
よしたけ

 鐘代
か ね よ

 北筑前地区農村女性グループ連絡研究会アドバイザー  

（敬称略） 
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５．宗像市環境保全審議会への諮問書 
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６．宗像市環境保全審議会からの答申書 
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７．自然環境研究会委員名簿 

分 野 氏 名 所属・役職等(調査時) 

地形・地質 下山 正一 
九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門 

古環境学分野助手 

植生・生態系 神野 展光 福岡教育大学教授 

植物 水上  守 宗像植物友の会前事務局長 

ほ乳類 渡部  登 中村学園女子中学校・高等学校教諭 

鳥類 高原 和幸 福岡市立大池小学校校長 

爬虫類・両生類 倉本  満 福岡教育大学名誉教授 

昆虫類 城戸 克弥 大野城市立大野北小学校校長 

水生生物 岩切  稔 福岡教育大学教授(兼付属教育実践総合センター長) 

（敬称略、他多数の協力者あり） 

 

８．市民ワークショップ参加者名簿 

 

奇数班 偶数班 

1 岩田 純一 2 河津  舞 

3 金子 静子 4 森  敦子 

5 永嶋 敏子 6 廣田 葉子 

7 大谷 純子 8 今西 良一 

9 成富 成勇 10 松井 英治 

（敬称略） 

９．宗像市環境基本計画策定委員会 

 

幹事会（ＷＧ：ワーキンググループ） 

経営企画課（企画係）、定住化推進室（定住化推進係）、コミュニテイ課（コミュニテイ支援係）、 

市民活動推進課（市民活動推進係）、環境保全課（環境衛生係、釣川グリーンネット推進係）、 

保健福祉政策課（保健福祉政策係）、都市計画課（都市計画係、都市整備係）、 

建築課（指導係、建築係、住宅係）、建設課（建設係）、商工観光課（商工係、観光係）、 

農業振興課（農林係、振興係）、水産振興課（水産振興係）、施設課（水道事業係、下水道事業係）、

教育政策課（教育政策係） 

事務局：資源廃棄物課（政策係） 

計 15 課（22 係） 
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１０．市民意見提出手続(パブリック・コメント)による意見と回答 

 

○意見募集期間：平成 19 年 11 月 19 日(月)～12 月 18 日(火) 

 

宗像市環境基本計画(案)について、市民 2 人から９件の意見をいただきました。意見に対する市の考

え方、本計画における記載などについての取り扱いは次のとおりです。なお、本計画に直接関係のない

ものについては回答しておりません。 

 

番
号項目 意見内容 対応 回答 

1 【環境の範囲
について】 
 

環境とはもっと広いもので
あり、対象とする環境があまり
に絞り込まれている。 

計画名称は範囲を限定した
方がわかりやすいのではない
か。 

防災などの安全な環境づく
りに関する視点が少ないので
はないか。 
 

原案 
どおり

 環境の範囲につきましては、国の環境基
本計画などを参考としながら、本市の状況
を鑑み、本計画書の中では支障のない範囲
で絞り込みを行っています。 
 計画名称につきましては、宗像市環境基
本条例第７条の規定に基づいたものです。
 防災などの安全な環境づくりにつきまし
ても、とても重要な事項ですが、本計画書
では、快適環境の分野でユニバーサルデザ
インにおいて記述をしているのみとさせて
いただいております。快適なまちづくりを
実現させるため、今後も検討をしていきた
いと考えております。 

 
2 【計画の構成

について】 
 

第 4 章から大事な説明が始
まっている。また、第 6 章は第
3 章の次か、第 2 章または第 3
章に統合した方がわかりやす
いのではないか。 

行政の分担が見えづらい。ま
た、行政の役割分担は第 5 章で
はなく、もっと前に出てくるべ
きではないか。 
 

原案 
どおり

 計画の構成につきましては、ごく一般的
なものとしています。構成は、様々なタイ
プがあり、それぞれ特徴がございます。本
計画書では、第 3 章から第 5 章にかけて取
り組みや考え方を記述しておりますのでご
指摘のような構成も検討されますが、いき
なりこれらの章が登場しますと、計画書の
基本的な事項（位置付けや主旨）が明示さ
れず、読む方によっては混乱を生じること
もあります。そういったことからごく基本
的な構成を採用し、できる限り多くの方々
にご理解しやすいような構成を採用させて
いただいております。 

なお、本計画は行政計画であるため、特
にことわりがない場合、行為についての主
語は行政（市）とさせていただいておりま
す。 

 
3 【他計画との

関連性につい
て】 
 

他の部門別計画との接点が
明らかに示されていない。 
 他分野計画との整合、関連性
をこの計画に明示するのが望
ましい。  
 

原案 
どおり

 他分野の部門別計画との関係は p10 の
「環境基本計画の位置づけ」図で示してい
ます。 
 本市には多くの部門別計画が存在し、各
担当部署を含めて計画策定を行っており、
関連のある内容について記述を行っており
ます。なお、詳細な関連付けを本書中に行
うとすれば、複雑となり、かえってわかり
づらい計画書となることもあり、この計画
書では他計画との関連付けに関する明示は
特に行っておりません。 
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番
号 

項目 意見内容 対応 回答 

4 【施策 (自然
環境 )につい
て】 
 

綾町(宮崎県)の照葉樹林保
護対策を取り入れたい。 
山林の保全はもっと具体的

に書いた方がよい。 
 

原案 
どおり

山林保全の具体的な方法は、地域の状況
等によって様々な手法が考えられるため、
ここでは基本的な方向性のみを示し、具体
的な方法論は、今後の取り組みの際の検討
課題とさせていただきます。 
 

5 【施策 (快適
環境 )につい
て】 
 

住宅団地の開発においては
敷地の 2 割以上の緑地の確保
を義務づけてはどうか。 
 

原案 
どおり

 うるおいのあるまちづくりを行う上で公
園や緑地の確保はたいへん重要であると考
えております。一定規模以上の住宅団地な
どの開発行為において都市計画法や開発指
導要綱等で公園や緑地の確保（公共用地と
して）の基準が定められていますが、個人
住宅については、このような法的な義務づ
けは現時点では困難であることから、この
計画書では第３章の中で記述を行うのみと
させていただいております。 
 

住宅団地の開発においては
太陽光発電や燃料電池の設置
を義務づけてはどうか。 

太陽光発電設備の設置等を
導入する際の助成制度などを
導入できないか。 
 

原案 
どおり

地球環境にやさしいまちづくりを行う上
で新エネルギーについてはとても有効な手
段ではないかと考えておりますが、個人住
宅での設置を義務づけすることは現時点で
は困難であるため、この計画書においては、
第３章の中で新エネルギーの導入検討する
旨の記述のみとさせていただいておりま
す。 

また、助成制度の導入は財政的な問題点
等検討すべき事案が多いため、現時点で市
単独での導入については難しく、国や県の
施策を考慮しながら、取り組みについて検
討する制度であると考えております。 
 

6 【施策 (地球
環境 )につい
て】 
 

地球温暖化対策について今
後の市の取り組みはどうか。 

一部 
修正 

地球温暖化については、地球全体の環境
課題となっています。市としましても今後
の取り組み方針について検討を行うべきと
考えています。ご指摘を踏まえ次のとおり
修正（追加）を行います。 
「第３章４．（２）地球温暖化防止対策、

２）目標達成のための個別施策①省エネル
ギー対策の推進」の中に以下を追加します。
●地球温暖化防止対策として地域推進計画
の策定を検討します。 
 

7 【子どもたち
の環境につい
て】 
 

将来を担う子どもたちの環
境をどうするかという発想が
感じられない。 
 

原案 
どおり

子供たちの環境につきましては、取り扱
うべき範囲がとても広く、たいへん重要な
分野でありますが、主に教育行政分野にお
いて担う部分が多いことから、この計画書
においては、子どもたちに対する環境教育
や学習の機会などに関する施策のみを掲げ
ています。 
 なお、本計画書で取扱を行っていない箇
所については、今後施策を行う上で検討を
行っていきます。 
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番
号 

項目 意見内容 対応 回答 

8 【用語につい
て】 
 

目標数値の裏付けに関する
説明がほしい。 

専門性が高い言葉があるが、
注釈がもっと必要である。 

注釈や説明ははじめて登場
するところで行うべきである。
句読点の使い方について配慮
すべきである。 

一部 
修正 

 ご指摘を踏まえ、計画書を全体的に検討
して、改善を行います。専門用語について
は注釈や解説を付け加え、数値目標につい
ては根拠の説明を加えることで対応いたし
ます。 
句読点につきましても修正を行います。

 

9 【わかりやす
い表現につい
て】 
 

全体的にわかりづらい表現
がある。 

また、旧宗像市の発想による
表現との誤解を生ずる箇所が
見られる。 
 

一部 
修正 

ご指摘のとおり用語と同様に、計画書を
全体的に検討してできる限りわかりやすい
表現を心がけて改善を行います。 

また、旧宗像市寄りの表現と誤解を生ず
る可能性のある箇所についても、全体的に
検討を行い、表現の改善を行います。 
ｐ6,25,64 にある“シンボル”は“シンボ

ル的な存在のひとつ”へ、p18 の“市の中
央を貫流し玄界灘へと注ぐ”は“玄界灘へ
と注ぐ”へ、ｐ19 の“市内を貫流する釣川”
は“釣川”、“再生利用による”は“再生利
用、”へ、 ｐ33 の“開発”は“土地利用”
へ、ｐ40,47,75 にある“野焼き”は“ごみ
の不法焼却”へそれぞれ修正します。 
また、ｐ20 の“地球温暖化などは”は 

“地球温暖化は身近な問題として”へ、 
ｐ47 の“高い水準にある”を“福岡県平均
の 8.50 ㎡／人に比べると高い水準にある”
へと語句を追加し修正します。 
その他表現の修正を行う箇所については、
計画書内で対応しています。 
 

 

 

＜その他＞ 

意見内容 意見について 
子ども版「宗像の環境」があったら良いのではない

か。 
国道 3 号を通過して排出する二酸化炭素を減らす

ために信号を見直してはどうか。 
 

たいへん貴重なご意見として今後の事務の参考に
させていただきます。 
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ＦＡＸ 0940-36-0270 

ＨＰ  http://www.city.munakata.lg.jp 



 

 60

 


